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学校における「差別解消」と「合理的配慮」
小島 宏

障害者差別解消法（平成28年４月１日施行）により

「障害を理由とする差別の禁止」と、公立学校等を含

めた国及び自治体の機関等に「必要かつ合理的な

配慮の提供」が義務付けられた。各学校は、同法に

ついて十分に理解し、チーム学校として、誠実に具

体的に取り組む必要がある。

「障害を理由とする差別」の禁止
障害のない子どもならば当然受けることのできる

事柄を、障害があるという理由で受けられないという

差別を禁止している。

この視点から学校生活や学習活動について総点

検をし、「障害があるから仕方がない」と「参加できな

い事態」が起こらないように、今できることから具体的

に改善していくことが肝要である。

「合理的配慮」の提供
文科省の対応指針（平成27年11月告示）別紙2の

「合理的配慮の例」を参照し、学校における合理的配

慮を理解し、提供していくことが求められる。

ここでは、共通「バリアフリー・ユニバーサルデザイ

ンの観点を踏まえた障害の状態に応じた適切な施設

整備。障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具

・運動器具等の確保。障害の状態に応じた専門性を

有した教員等の配置。移動や日常生活の介助及び

学習面を支援する人材の配置。障害の状態を踏まえ

た指導の方法等について指導・助言する理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家

等の確保。点字、手話、デジタル教材等のコミュニケ

ーション手段の確保。一人一人の状態に応じた教材

等の確保（デジタル教材、ＩＣＴ機器等の利用）。障害

の状態に応じた教科における配慮（例えば、視覚障

害の図工・美術、聴覚障害の音楽、肢体不自由の体

育等）」をはじめ障害種別に具体的に例示されている

ので参考にし、実現につなげたい。

学校としての対応
子どもの障害の状態や教育的ニーズ、発達段階

を考慮して保護者等と話し合い、「合理的配慮」を提

供していく。学校だけでは対応しにくい場合は、教育

委員会等に相談し指導・支援を受けるようにする。

基本は、評価基準「その子どもが、必要かつ十分

な教育を享受できるか」で判断し、柔軟に改善してい

くことが実際的である。

「困った子」から「困っている子」へ
視点を教師目線の「困った子」から、子ども目線の

「困っている子」に転換し、困っている事柄に対する

「合理的配慮」の提供がポイントになる。

そして、「個別の教育支援計画」の中に明記し、個

人情報に留意しつつ関係者間で共有して、「合理的

配慮」を提供していくようにする。

チーム学校としての対応
校長は、校務分掌組織に特別支援教育担当教師

を位置付け、障害のある子どもに対する「合理的配

慮」の提供、子どもや保護者からの要望や相談にチ

ーム学校として、誠実かつ迅速に応じていくことが求

められる。また、校内はもちろんのこと近隣の学校と

協力して、「障害を理由とする差別の禁止」や「合理

的配慮」、「子どもや保護者からの要望や相談」等に

関する効果的な対応事例を収集し、分析し、活用し

ていくことも重要である。

インクルーシブ教育の推進
障害のある子どもの教育はもちろんのこと民族や

文化、言語、男女、貧富等による差別をなくし、全て

の子どもの多様なニーズを受け止め、それらに応え

て、「質の高い教育」を保障していくインクルーシブ教

育の推進が重要である。

（こじま・ひろし＝元公立小学校長・(公財)豊島修練会理事長）
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